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環境政策と所有権構造

鄭 成 春

1.はじめに

現代社会において環境問題は21世紀最大の課題と言われている｡地球温唆

化やオゾン層破壊,酸性雨などの越境型環境問題から都市周辺の緑地やオープ

ンスペースの消失など局地的な環境問題まで,その問題の性質は様々である｡

これらの諸問韻は緊急に解決策が求められているのが現状である｡

特に後者の問嶺は土地政策と非常に密接な接点を持っていると思われるO都

市地域における緑地 ･オープンスペース確保の問題,自然 ･歴史的環境の保全,

また,種の保護などの環境問題は土地政策と直結 しているといえよう｡

そうすると,環境問題の解決の観点から土地政策をどのように再評価 ･再構

築すべきかについて真剣に考える必要がある｡なぜなら,土地利用に関する政

策的意思決定は,自然 ･歴史的環境保全に決定的な影響を及ぼすからであるO

土地政策の主な手法としては,土地利用計画や計画に基づいた土地利用規制が

あるが,それと同時に,土地利用の基盤を成 してきた ｢土地の私的所有権｣の

問題は,土地政策を再検討する上で欠かせない重要なテーマである｡

本稿は.土地所有権に関する経済学的な分析を行うための第 1段階の意味を

持っている｡すなわち,土地所有権に限らず,資源一般ひいては外部効果まで

対象にした,広い意味での所有権の経済学的分析を行う｡所有権の主体,所有

権の範囲,所有権の保護ルールなど,所有権構造を構成する様々な要素は経済

的に重要な効果を持っているので,所有権構造の持っ経済的効果を考慮に入れ

ながら,最適な所有権構造を選択する必要がある｡

本稿の構成は次の通りである｡まず,第2章においては,所有権構造を構成

する三つの次元を考察 し,所有権構造をこれら三っの次元の組み合わせとして
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定義する｡第3章においては,所有権構造を選択する際に考慮すべき二つの基

準を考察し,その分析から導出される所有権構造選択の基本原則を整理する｡

最後に本稿の議論の意義と限界をまとめる｡

2.所有権構造 (propertyrightsregime)の概念

公害や土地利用をめぐる環境問題の本質は,外部効果の費用を誰が負担する

かの問題である｡我々が生活 している現実の世界は,相互依存性 (interdepen-

dency)という基本性格を持っている｡公害や土地利用に伴う外部効果は.他

人に好ましくない負の影響を与える場合が多い｡Aの行動がBに負の外部効

果を与えた場合に問題となるのは,その負の外部効果に対して誰がどれくらい

責任を持つべきかという点である｡言い換えれば,Aに外部効果を生 じさせる

権利があるのか,それともBに外部効果右受けない権利があるのかの問題で

ある1｡

このような権利構造は三つの次元を持っている｡第 1は,どのような権利が

存在するのか,という権利の範囲あるいは ｢権利の束｣(bundleofrights)の

次元である｡第 2は,その権利が誰に配分されているのか,という ｢所有権｣

(Ownership)の次元である｡第3は,その権利の束がどのような原則により

保護 (protection)されているのか,という ｢保護ルール｣の次元である｡ こ

れら三つの次元の組み合わせにより,特定の資源あるいは外部効果に対する

｢所有権構造｣(propertyrightsregime)が形成されることになる｡以下はこ

れら三つの次元を川副こ沿って説明することにしよう｡

2.1.｢権利の束｣の次元

Bromley(1991)は,権利 (rights)を次のように定義 している｡

"Arightisthecapacitytocalluponthecollectivetostandbehindone's

claimtoabenefitstream"(p15)

l環境政策の本質は所有権構造の選択の問題であるとの見解を示した著書として
Bromley(1991)を参照されたい｡さらに,資源配分において所有権構造が重要である
ことを数多くの経済学者が主張してきた｡AIchlanandDemsetz(1973),Barzel
(1989),Bromley(1989),Cheung(1970),CooterandUlen(1997),DeAlessi
(1980),Demsetz(1964,1967,1972),FurubotnandPejovich(1972),HannaS.,
FolkeC.,andMalerK-G (1995),Libecap(1989),Ostrom (1995).
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この定義から分かるように,権利は二つの側面を持ってlいる｡第 1に,権利

の所有者と他人との関係という側面がある.-つの例はright-duty関係であ

る｡ある人がある資源に対して権利を持っていることは,他人に対 して,その

権利が許容する範囲内で,ある行動を取ることを要求 していることをも意味す

る｡したがって権利 (right)というのは必ず他人の義務 (duty)と関係している｡

権利のもう一つの側面は,その権利の所有者と資源との関係である｡土地の

利用権の場合,所有されているのは土地そのものではなく,土地の利用から得

られる利益に対する請求権である｡近代的な土地所有権の場合,所有されてい

るのは土地そのものであり,その結果,土地からの流れてくる利益も土地所有

者に帰属するのである｡このように,権利の所有者と土地などの資源との関係

がどのように形成されているのかは,｢権利の束｣を構成する重要な一要因で

ある｡

このように,ある資源に対する ｢権利の束｣は,資源の所有者と他人との関

係 (例えば,right-duty),及び,資源の所有者と資源そのものとの関係,

両面を含めている｡ただし,実は,前者の方がより重要な意味を持っている｡

ある資源に対する ｢権利の束｣(bundleofrights)は,それを所有する人が他

人に対して要求する,あるいは,期待する行動の範囲を意味する｡

この意味で,所有者と他人との関係の類型をもう少し詳しく分類してみると,

次の通りになる｡まず第 1はright-dutyの関係である｡これに関しては既に

述べた通りである｡

第2は,privilege-norightの関係である｡ この関係においては,ある人

が自由に行動をとり,他人はその行動に対 して何も要求することができない｡

例えば,土地開発業者がゴルフ場を建設する行動に対 して他人 (例えば,その

地域の住民たち)が何も要求することができない時,両者の関係はprivilege-

norightの双対関係 (dualrelationship)を持っているといえよう｡実は,覗

実に見られる公害による被害はこのような関係か ら生ずる場合が多い｡この双

対関係は,国家が人々の関係に関与 しないことを意味する｡

第3は,power-1iabilityの関係である｡この関係においては,ある人が他

人に対して新しい法律的な関係を形成する権力 (power)を持っている｡他人

は新しい法律的な関係に従う責任 (liability)がある｡

第4は,immunity-nopowerの関係であるO この関係においては,他人
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がある人に新しい法律的な関係を強いることができない｡

このような四つの法律的な関係を要約 したのが<表2-1>である｡

<表2-1:四つの法律的な関係>

1 アルファ(Alpha) ベータ(Beta)I

特権(Privilege) 撫権利(Noright)

動体的関係(Dynamiccorrblates) 権力(Power) 責任(Liability)

資料 :Bromley(1991),p17.

2.2.｢所有権｣の次元

次に,所有権構造の ｢所有権｣(Ownership)の次元を考察する｡ この次元

は,｢権利の束｣が誰に配分されるのかについての問題であるo一般的には,

国家,共同体,個人 (あるいは企業のような私的組織)等が権利の束を所有す

る主体として分類される｡それぞれ国家的所有権 (stateproperty),共同体

的所有権 (commonproperty),私的所有権 (privateproperty) と呼ばれて

いる｡

国家的所有権の下にある資源はEE]家の代理機関 (agency)により管理され,

人々がこの資源を利用するためには国家の許可を得なければならない｡共同体

的所有権の下では共同所有者グループ (thegroupofco-owners)が権利の束

を有している｡共同所有者グループは性格,大きさ,内部組織などの面で様々

であるが,それらは明確なメンバーシップを持っており,他のグループと明確

に区分されている｡そのグループは共同の目的を持ち,メンバーの間で相互交

流が絶えず行われる｡また,そのグループは内部組織を持ちグループをコント

ロールすることができる｡グループ内に社会的な規範が存在してメンバーの行

動を制約する場合もある｡共同体的所有権の下でも個人的な資源の利用は可能

である｡例えば,ある土地に対する所有権 (ownership)は共同体が有するが,

その土地の用益権 (usufruct)は共同体のメンバーたちに割り当てられる｡た

だし,土地を利用する際に共同体が定めた利用のルールを守らなければなら吃

い｡さらに,グループのメンバーがその土地を他人に譲渡 (alienateortrans-

fer)することもできないZo
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Bromley(1991)は,共同体的所有のインセンティブ･メカニズムに関 して

様々な誤解があると指摘 している (P27)30私的所有権を擁護する経済学者た

ちは,共同体的所有権が資源を略奪すると主張 してきたが,共同体的所有はグ

ループのメンバーをコントロールする様々な装置を備える可能性を持っている｡

しかしながら,可能性は否定できないものの,共同体が経済的及び非経済的な

インセンティブシステム (abuiルinstructureofeconomicandnon-economic

incentives)をどこまで実行できるかに関 してはまだ疑問が残 っている｡共同

体のメンバーが社会的に容認されたルール (acceptedrules)に遵反 した場合

に,これらの行動に対 して制裁 (sanctions)を加える権限が共同体にあるの

か,その執行システム (enforcementsystem)を運営するのにどれ くらいの

費用がかかるのか,EEl家が共同体の権限をどこまで認めるのかなどの様々な問

題が残されている4｡

私的所有権は,権利の束が個人あるいは小グループに割 り当てられた所有権

構造である｡小グループに権利の束が与えられた時,それを私的所有権として

みとめるか否かの境界線は明確ではない｡ただ し,グループの規模が小さいほ

ど私的所有権に近づいていると考えればよい｡ここでは二つの点を指摘 してお

きたい｡第 1に,私的所有権といっても,その権利の束は社会的に容認された

権利だけであって,所有 している資源を持 って何をしてもよいということを意

味していないことである｡つまり,権利は社会的に制約されている｡例えば.

用途地域制度 (Zoning)は土地所有者の土地利用権利を制約する代表的な例

2 グル⊥プによる所有は旧ソ連や東ヨーロッパに見られる集団農場 (collectivefarms)
とは根本的に異なる｡集団農場の場合,国家が農場への所有権を有している｡そのため,
農民グループの土地利用計画,例えば,作物の種類の決定,生産要素の種頬等の意思決
定は国家によって行われる｡共同体的に所有されている農場の場合には,農民グループ
あるいは用益権を持っている個人により土地利用計画が定められる｡

aBromley(1991)は次のように述べている.
"Thisisimportantinviewofthefactthatawidespreadfallacywouldhaveus
believethattheonlyIncentiveistopillageandplundernaturalresources.To
thecontrary,thecorrectunderstandingdefinesacommonpropertyreglmeby
groupownershipinwhichthebehaviorsofallmembersofthegrouparesubject
toacceptedrulesandopenforalltosee.Aviablecommonpropertyreglme
thushasabuilt-instructureofeconomicandnon-economicincentivesthaten-

couragescompliancewithexistingconventionsandInstitutions."(p27)
4 このように複雑な共同体的な資源管理システムをデザインする際の基本原則を説明し
た論文としてOstrom (1995)がある｡
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である｡第 2に,私的所有者が最 も有効に資源を管理できる主体である,と考

えるのは間違いである｡ このような命題が成立するためには,かなり厳 しい要

件が満たされなければならない｡その要件とは,外部効果が存在 しないこと,

所有者が将来世代への影響を十分考慮する良心を持 っていることである｡ しか

しながら,自分の資源の価値を最大化する個人にこれを期待することは限界が

あるように思われる｡ したがって, 自然環境のように,外部効果,世代間の公

平性等が厳 しく問われる問題に対 して私的所有権だけで対応することには限界

があるかもしれない｡

一方,誰にも権利の束が与えられていない資源 もある｡例えば,空気,気候

システム,生態系の生命維持機能,川の水等への所有権は誰にも与えられてい

ないのであるo これ らの資源は ｢first-cope,first-served｣の原理により所有

権が確定される｡また,人々の関係は基本的にprivilege-norightの関係で

あり,人々の資源利用に対する何の制約 も存在 しない｡ このように,privilege

があらゆる人に配分されている状態を ｢open-access｣ という｡

第 1次元 (権利の束) と第 2次元 (所有権の主体)を組み合わせた所有権構

造は概ね<表 2-2>のとおりになる｡

<表 2-2 :所有権構造の諸類型>

私的所有権 個人は社会的に容認された方法で資源を利用する権利を持つが,そうではない利用は抑制する義務がある○他人は所有者

-(privateownership) の正当な資源利用を妨害しない義務があり,所有者は正当な
利用を期待する権利がある(right-duty)o

共同体的所有権(Commonowi'ership)共同所有者グループはそのグループに属していないメンバー

･の利用を排除する権利がある.また.非メンバーは排除に従
う義務があるoグル-プのメンバ-は資源を利用する権利が
あり資源の利用率,維持管理などのルールを守る義務がある

(right-duty)o
国家的所有権 国家は資源の利用やアクセスに関するルールを定める権利が

(stateownership) あり,個人はこのルールを守る義務がある(power-liability)o

オープン.アクセス. あらゆる個人はpriVilegeを有するが,他人の利用に対 して

このような所有権構造が意味を持つためには,所有権構造に関する社会的な

合意 とこの合意に基づいた国家による保護が必要である｡例えば,土地開発業

者によるゴルフ場建設事業により美 しい自然が破壊される例を考えてみよう｡

この場合,美 しい自然か ら享受する便益に対 して,誰が権利を持 っているのか
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ということに関する社会的な合意が必要である｡仮に,その便益に対してその

地域の住民たちが権利を持っているのならば,次の関心は住民が自然から享受

する便益に対する権利をどのようなルールで保護すべきかに向けられる5｡

2.3.｢保護ルール｣の次元

権利を保護するルールには,｢所有ルール｣(propertyrule),｢責任ルール｣

(liabilityrule),｢譲渡制限ルール｣(inalienabilityrule)の三つの種類があ

る60所有ルールは,ある権利を侵害する,あるいは利用するためには,権利

の保持者から ｢事前｣(apriori)̀に許可 (consent)を得ることを要求する保

護ルールである｡事前に許可を得る一般的な手法は市場における自発的な権利

の取引できるOこのような取引によりその権利はそれを最も高く評価する人に

移転されるO美しい自然からの便益を享受する権利が住民グループに与えられ

て,この権利が所有ルールにより保護されているとしよう｡ゴルフ場の開発業

者が住民の権利を侵害しながらゴルフ場を建設するためには,住民グループか

ら権利を買い取らなければならない｡住民グループがその権利に付与する価値

が開発業者の支払い意志額より高い場合.権利の移転は失敗し,ゴルフ場の建

設は不可能になる.このように,所有ルールにおいては国家の介入が最小限に

制限されるO国家は,最初の段階で誰に権利を配分するかに関する意思決定は

行うものの,権利の価値や最終的な所有者の決定は人々の自発的な取引により

決められる｡また,被害者の救済 (remedy)は ｢差止め｣(injunction)によ

り行われる｡

責任ルールとは,権利の所有者と事前に取引きすることなしに権利を侵害す

ることはできるが,その侵害に対 して補償を要求する保護ルールである｡ しか

し,侵害された権利の保持者に対する補償は市場における自発的な取引では行

われず,裁判所を媒介にして行われる｡ したがって,補償金額の決定は客観的

な国家機関 (someorganofthestate)により定められる｡上の例からみる

5calabresiandMelamed(1972),"Thestatenotonlyhastodecidewhomtoen-
title,butltmustalsosimultaneouslymakeaseriesofequallydlrficultsecond
orderdecisions,Thesedecisionsgotothematterinwhichentitlementsarepro-
tectedandtowhetheranindividualisallowedtosellortradetheentitlement.''

(p.1092)
6 calabresiandMelamed(1972)
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と,開発業者は住民グループと交渉して住民グループの自然からの便益に対す

る権利を買い取らなくてもゴルフ場の建設ができるが,この事業から生ずる住

民グループの権利の侵害に対 して補償を行わなければならない｡さらに.国家

は最初の権利の配分だけではなく,補償金額のレベルも定めなければならない｡

また,被害者の救済 (remedy)は損害陪償 (damages)により行われる｡

譲渡制限ルールとは,市場における権利の取引を禁止する保護ルールである｡

囲家は,権利の初期配分,被害者の救済だけではなく,自発的な取引を禁止す

るところまで介入するo Lたがって,譲渡制限ルールは権利を保護する側面と

同時に,権利を制約する側面 も持っている｡住民の美 しい自然への権利が譲渡

制限ルールにより保護されている場合,開発業者によるゴルフ場の建設は,事

実上,禁止されているといえよう｡

以上で三つの保護ルールを紹介したが,経済学的に興味深い点は,保護ルー

ルに資源配分が大きく影響される点である｡そこで次章からは,保護ルールを

含めた所有権構造選択の基本原理を考察する｡

3.所有権構造選択の基本原則

多様な所有権構造の中でなにを選択すべきかの問題に答えるためには,選択

の基準が必要である｡その基準として一般的に挙げられるのは,経済的効率性

(economicefficiency),分配的公正 (distributivefairness)がある7｡これら

の諸基準に照らしてみて,どの政策手段が最も有効なのかに関する選択を行わ

なければならない｡

伝統的な経済学における効率性の概念は,ある特定の所有権構造が外生変数

として与えられた条件下で論 じられてきた｡特定の所有権構造とは,｢自由放

任的な所有権の配分構造｣をさす｡さらに,取引費用の存在しない仮想的な世

界でモデルを展開している｡ しかし,このような仮想的な世界においては,莱

は,外部効果は生 じない80っまり,外部効果を生 じさせる土地所有者 と被害

7 これらの基準を用いて政策評価を行う代表的な論文としては次のようなものがある｡
Calabresi(1970).CalabresiandMelamed(1972),Ellickson(1973,1977),浜
田宏- (1977).
8 外部効果が存在する根本的な理由は取引費用であるO取引費用が存在しないと外部効
果は生じない｡この点から考えると伝統的な経済学の外部効果に対する分析は自己矛盾
していることが分かるだろうOこの点に関しては,Cheung(1970)を参照されたい.
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者の住民との自発的な交渉により外部効果の内部化が達成されることになる

(コースの定理)0

取引費用が無視できるほど小さい世界においては,所有権構造は資源配分に

影響を与えないことが知られているOつまり,外部効果を生L:させる権利が土

地所有者に与えられているのか,それとも外部効果に対して補償を請求する権

利が住民側に与えられているのか･さらに-それらの権利が保護されるル丁ル

ほどのようなものなのか,等の所有権構造の差は外部効果の最適なコントロー

ルに影響しない｡

しかしながら,取引費用が無視できるような現実の例は非常に限られている｡

むしろ,土地利用から生じる外部効果の問題の大部分は,かなりの取引費用を

発生させるのである｡それでは.取引費用が無視できない現実の世界において

は所有権構造が外部効果のコントロールにどのような影響を及ぼすのかという

すなわち所有権構造の資源配分への影響を考えなければならない｡さらに,政

策決定者の直面するもうーつの問題は,所得分配の問題である｡権利の移転は

言うまでもなく所得分配に影響する｡その時,所得分配効果が公平なのかを判

断しなければならないg｡本章は,所有権構造の評価基準を経済的効率性と分

配的公正に分けて議論を進めることにする｡

3.1.経済的効率性 (economicefficiency)

3.1.1.取引費用が高いケース

ここでは簡単なモデルを利用して所有権構造の外部効果への影響を説明する｡

ゴルフ場を建設しようとする土地所有者をAlphaとし,住民グループをBeta

とする｡また,ただ乗りやHold-out等から取引費用は非常に高い (prohibi-

tive)とする｡外部効果を回避するための費用 (回避費用)は,Alphaの方が

低いと仮定する｡<図3-1>を見ながら,所有権構造の資源配分への影響を

説明する｡OF曲線は土地利用に伴う外部効果による限界被害を表す｡ABは

Alphaの限界回避費用曲線であり,CDはBetaの限界回避費用曲線である｡

まず,タイプ1の所有権構造を検討してみよう｡タイプ1の所有権構造は次

のようなものである｡土地利用の排他的な権利がAlphaに与えられ,その権

9 co乱se(1960),Demsetz(1972)
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<図3- 1:所有権構造の資源配分への影響(取引費用が高い場合)>

costs

C

I H .B D external
effects

利は所有ルールにより保護されている.また,AIphaには外部効果を生 じさせ

る行動を取る権利が認められている｡このような所有権構造の下での外部効果

の均衡点はElである｡なぜならば,所有ルールにより保護されているAIpha

の行動を抑止するためには,Betaが事前にAIphaの権利を買取 らなければな

らないが,このような取引を行うためには非常に高い取引費用がかかる10｡取

引費用が,｢取引から得られる純便益,BJE2｣より大きいと仮定しているから,

当事者間の自発的な取引はできない｡取引の代わりにBetaはHBだけの外部

効果を自分が費用をかけることにより回避することができる｡この結果,この

所有権構造の下での社会的な総費用はOBLElとなる (直接の人的 ･物的費用

OHEl+Betaの回避費用HBLEl)0

タイプ 2の所有権構造は,Alphaの権利が責任ルールにより保護されている

点が異なる｡このような所有権構造の下では, タイプ 1と同一の結果が得られ

る｡

タイプ 3の所有権構造は次のようなものである｡Betaは土地利用から生 じ

る外部効果を受けない権利があり,Alphaは外部効果を生じさせない義務があ

る｡また,Betaの権利は所有ルールにより保護されている｡ このような所有

10ここでは,Alphaが外部効果の発生量を0Ⅰのレベルまで削減するに必要な費用と,
交渉により定められる一定のプレミアムをBetaが負担する｡
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権構造の下では,Alphaが事前にBetaから権利を買取 らなければならない｡

しか しながら.これは取引費用の存在のために不可能である｡ したがって,

Alphaはゴルフ場を建設することができない｡ タイプ3の社会的総費用は,

Alphaの回避費用OABとなる (取引費用とBetaの直接の人的 ･物的費用は

ゼロであるから)｡

タイプ4の所有権構造は,Betaの権利が責任ルールにより保護 されている

点がタイプ3と異なる｡また,国家機関により定め られる補償金額は,Beta

の直接の人的 ･物的費用と一致すると仮定する｡Betaの権利 は責任ルールに

より保護されているから,Alphaはゴルフ場の建設を進め,それにより生ずる

Betaへの被害を国家機関が定める補償金額に応 じて補償すればよい｡Alpha

は補償金額を最小化するインセンティブを持 っているから,外部効果の発生量

を0Ⅰのレベルまで削減 しようとする｡なぜならば,IBを追加的に生 じさせる

費用IBJE2に比べ,IBをAlphaが削減する費用 IBE2の方がより少ないか ら

である｡ したがって,タイプ4の社会的総費用はOBE2である (Betaの直接

の人的 ･物的費用OIE2+Alphaの回避費用IBE2)110

以上で,回避費用が関係者の間で異なり,AlphaとBetaとの間の直接的な

取引にかかる費用が非常に高い場合に,四つのタイプの所有権構造が社会的な

総費用にどのような影響を与えるかを考察 した12｡以上で考察 した三つのタイ

プ (直接の人的 ･物的費用+回避費用+取引費用)の費即 -の合計を最小化す

ることが,所有権構造の効率性を判断する基準となる｡この効率性の基準から

考えると,タイプ4の所有権構造,つまり,Betaに権利が与え られて, その

権利が責任ルールにより保護される所有権構造が,社会的総費用を最小化する

ことが分かるだろう｡この分析結果が意味するのは,取引費用が非常に高い場

11厳密にいうと,これらの費用に国家機関による補償金額を定める費用を加えなければ
ならない｡外部効果の性質によりこの費用はかなり大きくなる可能性がある｡
L2所有権構造の資源配分への影響を分析した有名な研究の例はMcKean(1979)であ

る｡彼は製造物責任ルール (productsliabilityrule)が,製造物の安全性,価格,消
費,所得分配などにどのような影響を及ぼすのかについて分析した｡彼は,損害を消費

者が負担するケース (CaveatEmptor),欠陥がある場合のみ生産者が負担するケース
(producerliabilitywithdefect),欠陥がなくても生産者が負担するケース (pro-
ducerliabilitywithoutdefect),納税者が負担するケース (ta_xpayerliability)の
四つの所有権構造に対して分析を行った｡その結果を見ると,資源配分にかなりの影響
があることが分かる｡
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合には,責任ルールで保護 し,さらに,回避費用がより少ない経済主体に責任

を負わせることである｡

3.1.2.取引費用が低いケース

一方.AlphaとBetaの取引費用が,取引か ら得 られる便益 より高 くはない

が,Alphaの取引費用が Betaの取引費用より低いケースを検討 してみよ う｡

このケースを,図 3-2を見なが ら説明する.

まず,OGはBetaのネ ッ トの支払 い意志額を表す曲線である｡ これ は.

Betaの被害を表す OF曲線か らBetaの取引費用を差 し引いた曲線であるO 同

<図 3-2:所有権構造の資源配分への影響(取引費用が低い場合)>

LI H B D external
effects

1:'El】ickson(1973)はこれらの費用をnuisancecosts.preventioncosts,adminis-

trativecostsと分類している (pp.688-89)｡Calabresi(1970,Ch.3)は,事故の

費用をprimarycosts,secondar･ycosts,tertiarycostsに分類 している｡Primary
costsは直接の人的 ･物的費用と回避費用の合計である｡Secondarycostsはある時点
で特定の個人あるいは小グループに費用負担が集中することにより生ずる様々な費用で

ある｡Tertiarycostsは事故に伴う紛争を解決する費用である｡Calabresiの費用分
類には費用負担が集中することにより生ずるsecondarycostsが含まれている点で筆
者が使っている費用概念と少し異なる｡浜田 (1977)は事故などの外部効果に伴う諸費
用を第1次費用,第2次費用,第3次費用に分規する.この分類はCalabresiの分構法
とはぽ一致するが,2次費用の中に外部効果が所得分配に及ぼす影響を含めている点が

異なる｡本稿では,Calabresiのsecondarycostsは直接の人的 ･物的費用に何らか
の形で反映されると仮定する｡また.浜田の2次費用に含まれている所得分配への影響
は,公平性という別の評価基準で考えることにする｡
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様に,A'BはAlphaのネットの支払い意志額曲線である｡この曲線も,Alpha

の回避費用曲線ABからAlphaの取引費用を差 し引いた曲線である｡

取引費用がゼロの場合の均衡点はElである｡これは,所有権構造に影響さ

れない均衡点である｡社会的総費用は,Betaの直接の人的 ･物的費用 OIEl

と,Alphaの回避費用IBEl(勿論この費用はBetaにより負担されることもあ

る)の合計である｡しかしながら,AlphaとBetaとの交渉に費用がかかる場

合の均衡点は所有権構造により影響される｡タイプ1の所有権構造下における

均衡点はE2である｡この所有権構造はAlphaに権利を与えているから,最初

に交渉を行うのはBetaである｡ したがって,取引費用はBetaが負担 しなけ

ればならない｡その結果,Betaのネットの支払い意志額はOGとなり,Alpha

の回避曲線 (Alphaのwillingnesstoaccept曲線)ABとの交差点 E2が均衡

点となる｡ この点では,取引費用がゼロの場合よりも,外部効果の発生量

(OH)が多い｡社会的総費用は,Betaの直接の人的 ･物的費用 OHJと,

Alphaの回避費用HBE2とBetaの取引費用OJE2との合計である｡

一方,タイプ3の場合,均衡点はE3である.この所有権構造下においては,

Alphaが取引を起さなければならないから,取引費用はAlphaに帰着する｡

したがって,Alphaの支払い意志額を表すA'BとOFとの交点のE3が均衡点

となる｡この点では,取引費用がゼロの場合よりも外部効果の発生量 (OL)

が少ない｡社会的総費用は,Betaの直接の人的 ･物的費用 OLE3,Alphaの

回避費用BKL,Alphaの取引費用BKE3の合計である｡ タイプ1とタイプ3

の社会的総費用を比較してみると,タイプ1の方がより大きくなることが分か

る14.

責任ルールにより権利が保護されるタイプ2とタイプ4の場合,社会的総費

用はどうなるだろうか｡責任ルールは,当事者間の直接交渉ではなく,裁判所

等の国家機関を通した紛争解決システムであるから,公的な紛争解決システム

の運営にどのくらいの費用がかかるかの問題が重要なポイントとなる｡この費

用には裁判所や行政機関など外部効果をめぐる紛争解決機関の設立 ･運営にか

14タイプ1の社会的総費用からタイプ3の社会的総費用を差引くと次の通りとなる｡
(OHJ+HBE2+OJE2)-(OLE3+BKL+BKE3)-(LHGF.3-LHE2K)+(OJE2-B
KE3)｡右辺の第1項は正であり,第2項も仮定により正となる｡したがって,タイプ
1の社会的費用がタイプ3の社会的費用より大きい｡
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かる費用が含まれている｡ したがって,直接交渉が可能な場合には,公的な紛

争解決システムが非効率的になる可能性がある｡この場合には;国家機関が補

償金額の決定などの集団的意思決定を行う (責任ルール)よりも当事者間の直

接交渉による補償金額の決定 (所有ルール)の方がより容易であるかもしれな

い｡
以上の分析を要約すると次の通りである｡まず,取引費用が少ない場合には,

責任ルールより所有ルールで権利を保護する所有権構造がより効率的である｡

さらに,所有ルールにより権利が保護される所有権構造では,取引をより少な

い費用で組織できる経済主体に外部効果に対する責任を負わせる方が,社会的

に効率的な資源配分をもたらす｡

3.1.3.所有権構造選択の基本原則

以下では,以上の分析から得られる所有権構造選択の基本原則を整理 してみ

る｡まず,社会的総費用を構成する各費用項目をもう少 し詳 しく検討すること

から始める｡回避費用は所有権構造により影響を受ける変数ではなく,関係し

ている当事者が利用可能な回避手段の選択集合に影響される場合が多い｡例え

ば,大気汚染を防止する技術の場合,企業は集 じん装置を設置することにより

大気汚染物質の排出量を減らすことができ,一般の人々は空気清浄器を設置し

て大気汚染の被害を少 しでも減らすことができる｡このように,外部効果と関

係 している当事者の選択可能な回避手段は,当事者によって大きく異なる｡回

避手段の選択集合は,所有権構造ではなく,むしろ技術的な要因に左右される

傾向があるl･5｡回避費用は,これらの回避手段を利用するために支払わなけれ

ばならない費用である｡ しかし,回避費用のもう一つの重要な項目は,外部効

果を回避することにより失われる社会的な便益である｡例えば,新幹線からの

騒音による被害を回避するために新幹線の運行便数を減らした場合の回避費用

には,それによる交通の不便性の増加も含めなければならない｡

一方.取引費用は所有権構造に直接影響を受ける場合が多い｡例えば,タイ

プ3の場合,取引費用に大きな影響を与えるのはHold-outの問題であるC

住民は土地所有者からできる限り多額の補償を引き出すために,被害を過大に

16Ellickson(1973),p724.
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評価するインセンティブを持っ｡したがって,住民にどれくらいの被害が発生

したのかに関する情報収集の費用は,かなり多いだろう｡逆に,タイプ1の場

令,住民は外部効果の内部化から得られる便益を過小評価するインセンティブ

を持つ｡これはAlphaを補償するために必要な資金への寄与をできる限り減

らそうとする個人のインセンティブである｡このようなただ乗りへのインセン

ティブは取引費用を増加させる｡さらに,外部効果を抑制することから利益を

受ける人々の範EElを調査し,その人々から資金を拠出するにも相当の費用がか

かるだろう｡

一方,直接的な交渉ではなく裁判により権利を執行するタイプ2とタイプ4

の場合,所有権構造により訴訟費用が大きく異なるであろう｡タイプ2の場合

には,訴訟が起らないからその費用はゼロであるが,タイプ4の場合には,相

当の訴訟費用がかかるだろうと思われる｡以上のように,所有権構造は,個人

間の直接的な交渉であれ,裁判のような集団的な意思決定であれ,取引費用に

かなり大きな影響を及ぼす｡取引費用の非対称性は社会的な総費用の最小化と

いう効率性の目標を達成するために考慮すべき重要な要素である｡

以上の考察から,誰に権利を配分すべきかの問題に対して,効率性の基準に

基づいた幾つかの原則を提示することができる｡他の条件が同一であれば,戟

引費用を最小化 した方が効率的である｡第 1と第2の原則は,外部効果による

被害に対する責任を誰に負わせるべきかの問題を,取引費用の最小化という観

点から検討 したものである｡

第 1に,外部効果に関する情報と,その効果を回避する技術に関する情報を

最も多く持っている経済主体に責任を負わせる (情報費用最小者負担原則)と

いうものである｡公害問題や自然保護のような環境問題の場合,関連する情報

はかなり膨大である｡公害問題における因果関係の証明,自然生態系の複雑な

相互依存関係を考えれば,ある特定の行為がもたらす人の健康や自然生態系へ

の影響に関する情報を収集するには,膨大な費用がかかる｡これらの費用を最

小化する経済主体に,外部効果に対する責任を負わせるのは,効率性の観点か

らは正しい｡

第2に,交渉に当って,自分たちを組織化する費用を最小化する経済主体に

責任を負わせる (組織費用最少者負担原則)というものである｡上の例では,

住民側より土地所有者側の方が組織費用を最小化する｡その理由としては,ま
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ず,土地所有者グループはメンバーの数が少ない｡したがって,住民に対する

補償金の拠出,防止対策への寄与等の集団行動を組織することがより容易とな

る｡一方,住民側の方は,関係する人々の数が多く,ただ乗りへの強力なイン

センティブが存在するため集団行動を組織するのに膨大な費用を払わなければ

ならない｡効率性の観点から見ると,土地所有者に外部効果に対する責任を負

わせるべきである｡

しかしながら.取引費用が非常に高いために当事者間の取引が不可能な場合

には,回避費用を最小化するようにした方が,社会的総費用を最小化するに重

要な意味を持つようになる｡その結果,次の第3の原則が重要な基準となるだ

ろう｡

第3に,外部効果を回避する最も有効な手段を持っている経済主体に責任を

負わせる (最安価回避者負担原則)というものである｡この原則に従うことに

より,当事者間の取引の必要性はなくなるだろう｡例えば,公害を引起す企業

は住民より優れた公害防止技術を持っているとすれば,この原則によれば,企

業が公害に対する責任を負うことになる｡こうなると,企業は公害の被害者グ

ループと取引きして被害者たちに回避対策を立てるように促す交渉から,何の

利益も得られない｡ したがって,当事者間の取引の必要性がなくなってしまう

のである｡

第4に,誰が最安価回避者なのかに関する情報が得られない場合には,相手

側との交渉を引起 し契約を結びさらに契約を執行するのに最も費用がかからな

い経済主体IGに責任を負わせる (取引費用最少者負担原則)というものである.

例えば,住民側の回避費用がより少ないと仮定しよう｡この場合,外部効果に

対する責任を土地所有者に負わせることは,効率性の面で好ましくない｡しか

しながら,このような不適切さは,土地所有者が住民側と交渉を行い住民側が

回避対策を立てるようにすれば是正される｡ただし,土地所有者は住民側の回

避対策費用を負担するOこうした方が土地所有者にはより有利である｡このよ

うに,交渉に伴う費用が少ない主体に責任を負わせることにより,第3の原則

が当てはまらない際の非効率性を是正することができる17｡

16Calabresi(1970)はこの経済主体を "bestbriber"と呼んでいるo
l7第3原則と第4原則はCalabresi(1970),CalabresiandMelamed (1972),
Michelman(1971)を参照されたいO
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3.2.分配の公正 (distributivefairness)

所有権構造を,外部効果をコントロールする政策手段として考えるとき,所

有権構造の選択基準として考えなければならないもう一つの基準は,分配的公

正性 (distributivefairness)である｡社会的総費用の最小化という効率性の

目標が達成できる所有権構造は,その社会が追及する他の目標を達成するのに

失敗する可能性を持っている｡他の目標とは,例えば,所得の公平な分配,失

莱,特定のグループへの損失の集中などが挙げられるO効率性の目標はこれら

の分配上の目標とトレード･オフの関係もこある可能性があるO

都市計画による用途地域制度 (zoning)の例を考えてみよう｡ある地域が地

方政府の都市計画により住宅地域に指定されているとする｡その地域に土地を

所有している人々は,これらの政策により土地利用を制約されることになる｡

都市公園の中の土地を所有しているAlphaは,その土地にゴルフ場を建設し

ようとしても,用途地域制度によりその事業を進められないことになるだろう｡

用途地域制度は,土地利用から生ずる外部効果の費用を発生者に負担させる制

度であり,近所の人々 (Beta)は土地利用から生ずる外部効果を受けない権

利を有している｡さらに,土地所有者と近所の人々との外部効果に対する●取引

が禁止されているので,近所の人々の権利は譲渡制約ルールにより保護されて

いるといえよう｡ したがって,用途地域制度はBetaに権利が与えられ,その

権利が譲渡制約ルールにより保護されている所有権構造と言えるだろう｡

上記の所有権構造が,仮に,効率性の観点から社会的総費用を最小化してい

ると仮定する｡これは図3-3が描いている状況である｡土地所有者のAlpha

がゴルフ場を建設することから生ずる外部効果の被害が,外部効果の発生量の

あらゆるレベルでAlphaの回避費用より大きい場合には, ゴルフ場の建設を

禁止した方が効率的である｡しかしながら, このような所有権構造の下で,

AlphaはOABの回避費用を負担しなければならない｡

ここで次のような問題が提起されるだろう｡｢土地利用制約によりAlphaの

負担する回避費用OABは,社会的に正当 (just)なものであるか｣｡この質問

に答えるためには,ある社会が持っている公正 (fairness)あるいは正義 (jus-

tice)に対する基準が必要であるが,一般的に通じる公正基準を定義すること

はほとんど不可能である18.Calabresi(1970)は,何が公正なのか,という質

問への答えより,何が不公正なのか,という質問への答えが.より容易であると
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<図3-3:用途地域制度が効率的なケース>

D Extenal
effect

主張している19｡この観点から見ると,分配の公正という基準は,所有権構造

の選択に積極的に係わる基準ではなく,選択された幾つかの所有権構造が満た

さなければならない最終的な判断基準 (finaltest)となる20｡公正基準を所有

権構造の選択に積極的に適用せず最終的な判断基準として利用することは,所

有権構造の選択問題をより簡単にするだろう｡

しかしながら,最終的な判断基準 (finaltest)として公正基準を適用する

としても,適用される公正基準とは何か,という問題は依然として残っている｡

本節においては,二つの公正基準を紹介することにする｡これらの公正基準は,

外部効果により生ずる費用負担ルール,つまり,外部効果に対する所有権構造

の正当性を評価する基準として利用することができよう｡

まず第 1の公正基準は ｢功利主義的公正基準｣である｡上記の例のような所

)R経済学者が公正の問題を政治学者や倫理学者に任せた根本的な理由はここにあるだろ
う｡
"calabresi(1970)."Asonescholarhasobserved,itismucheasiertodescribe
instancesofinjusticethanexamplesofJustice."(p.24)
20calabresi(1970),"ThoughIlistjusticeorfairnessasagoal,itwillsoonbe
apparentthatinthlSbookIdonottreatitasagoalorthesametypeascostre-
ductionbutasavetoorconstraintonwhatcanbedonetoachievecostreduc-

tion,Viewedthiswayfairnessbecomesatinaltestwhichanysystem of
accidentlawmustpass."(p.24)
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有権構造下で生ずる費用OABが社会構成員に配分されるルールには,次の二

通りがあるoまず,AlphaがOABをすべて負担するルールである｡ このルー

ルは,現在の所有権構造下で生ずる費用負担のルールに何の変更も加えない時

の費用負担ルールである｡第2の費用負担ルールは,OABをより広い範囲の

社会構成員に分散 (spreading)させる費用負担ルールである｡ この代表的な

例が租税による費用負担であろう｡言い換えれば,政府の用途地域制度の実施

に伴う所有権構造の変更がもたらすAlphaの被害を,公共資金 (publictreas-

ury)から補償する費用負担ルールである｡勿論,これらの費用負担ルールは

極端なケースにすぎず,これらの問には様々な保険制度による費用負担の分散

ができる｡しかし,ここでは議論を単純化するためにこっの極端な例だけを検

討することにする｡

功利主義的公正基準は,補償をするかそれともAlphaに費用を負担させるか

に対する判断を,社会的総費用の最小化という観点からアプローチすることが

特徴である｡分配問題をめぐる社会的費用は二つのタイプがある｡第 1は,

OABの負担が Alphaに集中 され ることか ら生ず る ｢非道徳化費用｣

(Demoralizationcosts)の存在である｡非道徳化費用とは,(1)補償が行わ

れず費用のすべてがAlphaに集中されることにより発生するAlphaの効用低

下の貨幣価値と,(2)将来生産の損失の現在価値,この二つの費用の合計とし

て定義される｡費用負担のルールはAlphaの生産へのインセンティブに影響

を与える｡あるいは,分配問題をめぐる社会的な対立を引き起こし社会的な不

安定性を増すこともある｡さらに.所有権構造の変さらによる費用負担が特定

のグループに集中するリスクを高めることにより,社会構成員のリスク回避行

動 (例えば,政治的な圧力)を引き起こすこともある｡これらの諸要因は,坐

産以外の活動に資源や努力を費やすことを意味する｡その結果,将来生産は大

きく影響される｡

分配問題をめぐる社会的費用の第 2のタイプは.｢補償解決費用｣(settle-

mentcosts)である｡この費用は,補償を行うために費やされる時間,努力,

資源等の貨幣価値として定義される｡

功利主義的公正基準は次のようなものである｡(1)二つのタイプの費用より

所有権構造の変さらによる ｢効率性の利益｣(efficiencygain)が大きいこと

を前提にした上で,(2)｢非道徳化費用｣が｢補償解決費用｣より大きい場合に
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<表3-1:分配問題をめぐる社会的諸費用>

区 分 費 用 の 項 目 .

に集中することから生ずる効用低下の貨幣
価値

r2)将来生産の損失の現在価値

補償解決費用(SettlementCosts) 補償を行うために費やされる時間,努力,質

は補償を行い,(3)その逆の場合には補償を行わない｡このように,功利主義

的公正基準は,分配問題をめぐる社会的対立に伴う諸費用を最小化するような

費用負担ルールの選択を支持する｡ したがって,この基準は公正の基準を ｢効

用｣(utility)から求めている｡

<表3-2:功利主義的公正基準による所有権構造の補正>

ケース 補償のルール

E>D>S 補償を行う

症:Eは効率性の利益,Dは非道徳化の費用,Sは補償解決費用｡

一方,公正の基準を｢効用｣から求めるのではなく,それとは独立 した独自の

公正概念から求めるのか ｢ロールズ的公正基準｣である｡筆者はロールズの

｢公正としての正義｣(]'usticeasafairness)に対する理解が不十分であるこ

とを認めながらも,彼が提起 している公正の概念を,費用負担ルールの公正の

問題に応用 してみようと考えている｡

ロールズは,ある社会が人々の間の権利配分構造 (制度的アレンジメント:

institutionalarrangement)をどのように構成すべきなのか, について検討

を行っている｡彼は.何が公正な制度的アレンジメント (所有権構造はその一

例)であるのかを判断する基準を探るために,｢原始状態｣(originalposition)

という仮説的な状態から議論を展開する｡｢原始状態｣においては,人々は自分

の地位を知 らず,自分の才能や能力に関 して情報を持たない｡つまり人々は

｢無知のヴェイル｣(veilofignorance)に包まれているのである｡また,人々

は自由で自主的に行動すると仮定されている｡この｢原始状態｣において,人々

が制度的なアレンジメントを選択する際の基本原理を全員一致で定めるのなら
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ば,その原理は次の二つの原理になるとロールズは考えた｡

第 1の原理は,｢制度的アレンジメントは特定グループの選好を他の人ある

いはグループに強要してはいけない｣,という原理である｡言い換えれば,｢制

度的アレンジメントはそれによって影響を受けている個人に,他の人々が享受

している自由 (liberty)を最大限に保障しなければならない｣, という原理で

ある.つまり,公正な制度的アレンジメントは,特定グループの自由を差別的

に侵害することを許さないのである｡

第 2の原理は,｢特定のグループを不平等に扱う制度的アレンジメントは,

すべての人々の利益につらなると信ずる理由があるときにのみ,特に,最も不

利な状況にある人々の利益につらなると信ずる理由があるときにのみ詑められ

る｣,という原理である｡第2の原理は,ある制度的アレンジメントが第 1原

理から逸脱する際に満たさなければならない条件であると解釈してもよいだろ

う｡

これらの原理が功利主義的公正基準と異なるのは,ある制度的アレンジメン

トが.たとえ他の人々の利益を十分に増加させるとしても,最も不利な状況に

ある人を犠牲にするならば,認められない,という点である｡我々の例からい

うと,Alphaの土地利用の自由を制約する所有権構造は,Alphaが最も不利な

状況にある人ならば,たとえ.Betaの利益を十分増加させるとしても,公正

の基準から認められないことになるだろう｡このように,｢ロールズ的公正基

準｣は,個人間の効用の比較を拒否する･厳しい基準であることが分かる｡

この原理を補償の問題に応用すると次の通りになる｡我々は次の二つの補償

原理を比較しなければならない｡つまり,補償の条件が厳 しい補償原理と,捕

償の条件が緩い補償原理の二つを比較 してみる｡厳しい補償原理は,｢補償解

決費用｣が大きい場合に,効率性の利益を実現することをより難 しくしがちで

ある｡したがって,厳しい補償原理の下では,制度的な変更が実現されたとき

に得られる ｢効率性の利益｣を共有するAlphaの機会が消失することになる｡

一方,緩い補償原理の下においては,特定のグループに費用負担が集中する可

能性が高まる｡ したがって,長期的な観点から見て (inthelong-run). これ

らの二つのリスクを最小化する (したがって,最も不利な状況にある人々の状

態を改善する:Maxi-MュnRule)補償原理を選択することが｢ロールズ的公正

基準｣に合致するといえよう｡
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｢ロールズ的公正基準｣を補償問題に応用した場合の基本原則は,次のように

なるだろう｡つまり,以下の三つの条件を満たす場合には,補償を行わなくて

も不公正とはいえない｡(1)所有権構造の変さらによる効率性の利益が確実

である｡(2)補償解決費用が高い｡(3)負担される費用が少なく (small),

分散 (Widespread)されている21｡一方,(1)所有権構造の変さらによる効

率性の利益が確実であるが,(2)補償解決費用が低 く,(3)費用負担が分散

されず特定の個人あるいは′トグループに集中される場合には,補償を行った方

がよい｡

<表3-3:ロールズ主義的公正基準による所有権構造の補正>

ケース 所有権構造の補正

E>Max(D,S),Sの値が大きい,費用が分散され, 補償を行わない
特定グループの費用負担が大きくない○

E>MaX(D,S).Sの値が小さい,費用が分散され 補償を行う
ず小グループに集中するo

以上で二つの公正基準を紹介した｡ しかしながら,ある個人に特定の公正基

準を押 し付けることはできない｡ したがって,所有権構造の変更の妥当性を判

断する基準としての公正基準は効率性基準のように体系化されているとはとて

も言えないだろうO我々は公正な所有権構造の変更とは何かという問題に対 し

て,可能な限り論理的な解答を求めているに過ぎないのである｡さらに,世代

間分配の公正問題も依然として残されている｡

4.終わりに

以上で所有権構造の様々な側面を検討 した｡所有権構造は,外部効果による

社会的費用をコントロールする重要な政策手段であることは確実である｡環境

破壊による社会的費用を最小化するために,また,社会的費用の公正な配分を

達成するためには,環境破壊に係わる様々な費用に対する権利と義務の構造,

さらにこれらの権利をどのようなルールで保護するかなどの社会的意思決定を

21この三つの条件が満たされた場合に,功利主義的公正基準もロールズ的公正基準と同
様の判断を下すだろう｡つまり,実質的には二つの基準の判断は一致する場合が多いと
言えるだろう｡CalabresiandMelamed(1972)を参照｡
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行わなければならない｡その際,社会的費用を最小化 し,公正に費用を分担す

る所有権構造を選択する必要があるだろう｡そのような政策的判断を下すため

には所有権構造の様々な側面を理論的に検討する必要がある｡本稿はこのよう

な研究の第一歩として役立てられるものと考えている｡また,所有権構造論は

外部効果による社会的費用に悩まされる,様々な領域の分析手段として応用さ

れることが期待されている｡

そしてまた,本稿は次の点で限界を持 っている｡所有権構造の形成 ･発展は,

実は,｢政治的プロセス｣(politicalprocess)に大きく影響 されることを考え

れば,所有権構造を決定する集団行動 (collectiveaction)に関するモデル分

析が欠かせない｡この点は今後の課題として取 り組んでいきたい｡
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